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特許法の目的

発明

奨励

保護利用

産業の発達

この法律は，発明の保護
及び利用を図ることによ
り，発明を奨励し，もつて
産業の発達に寄与する
ことを目的とする（１条）

権利化
権利の活用

創作活動

特許制度（パテント）
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これから学ぶこと

• 特許制度の特徴

• 審査主義

• 先願主義

• 登録主義

• 発明とは何か

• 特許を受ける権利

• 従業者の発明

• 特許出願
• 出願書類

• 出願公開

• 審査請求

• 特許を受けること
ができる発明
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これから学ぶこと
特許制度について学習する

第２回 9/29 発明とは何か

第３回 9/30 特許権を取るにはどうすればよいか

第４回 10/6 特許要件 特許となるために必要な要件

第５回 10/7 特許を受けることができる者 職務発明

第６回 10/13 特許出願，特許審査

第７回 10/14 特許情報調査 （ＣＯＭ）

第８回 10/20 特許審判とはとはどういうものか

第９回 10/21 特許権の活用

第10回 10/27 特許権侵害 特許権の制限

第11回 11/4 特許権 効果確認１（特許制度）
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☆ 時間・費用・労力をかけた発明は，模倣されることを避けるため，
秘密にされやすい
☆ 発明が秘密にされた場合，技術進歩，産業発展は阻害され，公
共の福祉に多大の影響を与える

→ 特許制度は，発明者（創作者）をして発明を公開させ，その代
償として，一定期間その発明を独占させるもの

公開の代償としての独占

特許制度は，企業や発明者の開発意欲を刺激し，その開発投資を回
収させるもの

「特許制度は天才という炎に利益という油を注ぐもの」

“The patent system added the fuel of interest to the fire of genius.”

（米国第１６代大統領リンカーン）

発明の奨励

特許権（特許制度）とは

5

28年度【知的財産法】杉山 務

リンカーン記念館。ナショナル・モール西端
，ワシントンD.C.1915年着工，1922年建立

記念館内部，ダニエル・チェスター・フレン
チのデザインによるリンカーン大統領像

リンカーン大統領の特許
座礁を防ぐ船（１８４９年）
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自然法則を利用

○従来にない新しい機能を発揮するもので，

産業上の利用価値があれば改良品でも可
高 度

自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの

発明とは？

×自然法則に反するもの

×人為的取り決めであって

自然法則を利用していな

いもの

○技術＝一定の目的を達成

するための手段

○誰がやっても同じ結果が

得られる

技術的思想

○新しいことを創り出すこと

×「発見」や「解明」
創 作

技
能
は
ダ
メ

見
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味
を
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見
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だ
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は
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人
間
の
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活
動
に

あ
た
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も
ダ
メ
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発明でないもの

(1) 自然法則自体（エネルギ－保存の法則，万有引力の法則など）

(2) 単なる発見であって創作でないもの（X線の発見，自然現象など）

(3) 自然法則に反するもの（いわゆる「永久機関」など）

(4) 自然法則を利用していないもの（自然法則以外の法則（例えば，経済法則），

人為的な取決め，数学上の公式，人間の精神活動に当たるもの，あるいはこ

れらのみを利用しているもの） A^2+B^2=C^2
ピタゴラスの定理
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発明でないもの

(5) 技術的思想でないもの

(a)技能（フォークボールの投球方法など）

(b)情報の単なる提示（操作マニュアルなど）
(c)単なる美的創造物（絵画，彫刻など）

(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの，

その手段によっては，課題を解決することが明らかに不可能なもの
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例１：
徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金
等を徴収する集金方法

例２：
原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多
数積載して出航し，清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し，コン
テナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するよう
にしたコンテナ船の運航方法

例３：
予め任意数の電柱を以ってＡ組とし，同様に同数の電柱によりなる
Ｂ組，Ｃ組，Ｄ組等所要数の組をつくり，これらの電柱にそれぞれ
同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし，電柱の各組
毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を巡回掲示

することを特徴とする電柱広告方法（昭和31年（行ナ）第12号判決）

自然法則を利用していない例

請求書
1982円

請求書
1980円
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情報の単なる提示の例

(1) 機械の操作方法又は化学物質の使用方法についての

マニュアル

(2) 録音された音楽にのみ特徴を有するＣＤ

(3) デジタルカメラで撮影された画像データ

(4) 文書作成装置によって作成した運動会のプログラム

(5) コンピュータプログラムリスト
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逆さヒザ落とし

こんな出願もありますが，
特許になることはありませんね

（特開昭５７－１４８５９９号公報）
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米国特許

ゴルフのパッティング方法

日本では，

スポーツの技は，一般に自然法則を
利用するものではないから，特許法
上の発明の対象とすることができない

また，個人の技能は，知識として他
人に伝達できる客観性のある技術で
はないので，発明とは認められていな
い。

第５６１６０８９号（１９９７年）

The term “invention” means invention or discovery
”invention” は発明又は発見（米国特許法100条）

28年度【知的財産法】杉山 務

ブランコの揺らし方が，アメリカで
特許になりました
米国特許第６，３６８，２２７号

（２００２年４月９日）

アメリカ・ミネソタ州に住む７歳の男の子
Steven君が「ブランコを横に揺らす方法で
特許を取りました。この子の父親は，３M
で特許関連業務を担当する弁護士 Peter 
Olson氏であり，２年前（Steven君が５歳の
とき）にこの特許を出願しました。

この特許明細書をＵＳＰＴＯ（米国特許商
標庁）のホームページで見ることができま
す。
http://www.uspto.gov/patft/index.html
のトップページにおいて，Patent Number 
Search をクリックして，
特許番号 6,368,227 を入力します。

ブランコの揺らし方
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57)【要約】 （修正有）
【課題】新規な永久動力を，提供する。
【解決手段】光子状態エネルギー量は，霊界の放射現象，４次元世界を基本とし

た，量子力学である。いわゆる０点地帯の話である。人間が永久に生きられる場
所である。その世界は幻想の世界で天国の世である。人界でなく，霊界でもなく，
４次元と３次元を表現した核界と云うべきか，第三の世界がある事によって，人
間が科学力の発達を危機視しても，充分に逃げの道標があることを意味し，限り
無く広大な宇宙へ皆さんを案内してくれる。

【特許請求の範囲】
【請求項１】銀河系中心地から発生する，ガンマ線電流及びニュートリノ粒子を

とらえ，人類のエネルギーに利用する考え方で成り立ち，小さなエネルギーにて
大きなエネルギーを得る，いわゆる本考案は量子力学である。

【公開番号】特開平９－５６２００
【公開日】平成９年（１９９７）２月２５日

【発明の名称】光子状態エネルギー量
【国際特許分類第６版】 0000 0/00 
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宇宙エレベーターのイメージ図＝ＮＡＳＡ提供

http://jsea.jp/

宇宙エレベーター

2008年9月19日 asahi.com日本宇宙エレベーター協会
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エレベーターで宇宙に行けるかも

「上に参ります。次の階は宇宙でございます」――長さ約１０万キロのケ

ーブルをよじ登って，ロケットを使わず，そのまま宇宙へと飛び出す「宇
宙エレベーター」の研究団体が日本で結成された。海外の研究者を招き
，１１月に第１回国際会議を東京で開催する。従来はＳＦの世界の乗り物
とみなされてきたが，ナノテク新素材の開発によって実現の可能性が見
えてきた。

宇宙エレベーターとは，赤道の上空，高度約３万６千キロに浮かぶ
静止衛星から地上に向けてケーブルを垂らし，それをガイドとして利用し
て，宇宙との間を昇降するエレベーター型宇宙船のこと

バランスが取れるように，静止衛星から地球と反対方向の宇宙にも向け
てケーブルを伸ばすため，その総延長は月までの距離の約４分の１にも
達する。ケーブルは，静止衛星と共に宙に浮いた状態となるので，よじ登
っても落ちてこない。地球の重力を脱出する燃料がいらないので，宇宙旅
行のコストが約１００分の１になると見込まれている。総建設費は，約１兆
円の予定。 18
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みなさんの こんな発明?

プチ固形歯磨き 特開2003‐192553

【課題】この発明は，固形歯磨き又は，粉歯磨き練り歯磨き
を，固めた物で携帯に便利な歯磨きである。

【解決手段】プチ固形歯磨きのある形，ある一定量を口の
中に入れ，自然に溶けるか，すこしかんで，水のついた歯
ブラシか，乾いた歯ブラシでブラッシングしていくと，だんだ
ん溶け，歯になじみ，歯のよごれを落とす。

豆腐保存容器 特開2003‐169617

こんなの発明？
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台風防止装置 特許第2727128号

E02B 1/00

(57)【特許請求の範囲】

【請求項１】海水面からの水蒸気の蒸発を防止するとともに，海水中の
魚類のための通気口を供え且つ太陽光を反射させる表面処理を施し
たカバーを，その海水面を覆うようにして，海底のアンカーによって係留
された海面の浮体間へ，陸地へ係留することなくその陸地から離して張
設し，更に，前記アンカー等に取り付けた海流又は波浪発電機を電源
とする警告灯などの船舶のための警告装置を設けたことを特徴とする
台風防止装置。

（１）……浮体，（２）……カバー，（３）……海水
面，（５）……警告装置，（６）……海
流発電機。

こんなの発明？
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【要約】
【目的】地球上の熱エネルギーを積極的にバランスさ
せ，地球上の温暖化を防止する方法を提供することを目
的とする。
【構成】比較的低い雲１２が地球１０上の夜間１６の
熱放射を阻害しているので，本発明の第１の例は，その
雲１２よりも高くパイプ１３を設置し，このパイプ１３
の下端部に空気取り入れ口を形成し，パイプ１３の上端
部を大気に開放することにより，地表の空気がパイプ１
３内を上昇し，地表の熱が上空へ放射する。これに
より，地球の温暖化が防止される。

特許第3742868号 A01G 15/00 
出願日：H8.8.29 登録17.11.25
特許権者：国立大学法人 新潟大学

地球の温暖化防止方法
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特許出願の流れ
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ま と め

ご清聴 ありがとうございました。
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特許制度の目的 
 発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もって産業の発達に寄与すること1 
 公開の代償としての独占：特許制度は，発明者をして発明を公開させ，その代償として，一定期

間その発明を独占させるもの 

☆発明の成立 
 目に見えないアイデアが保護の対象であり，「発明」であることが必須の要件 
 特許法では発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義2 
 目に見えないアイデアが保護の対象だが，産業の発達に寄与するためには，そのアイデアを具体的に

説明し，その技術分野の者が理解し，実施できることが必要（2 条 1 項） 
・自然法則の利用：自然法則に反するもの，人為的取決めで自然法則を利用していないものを除く。 

自然界に存在する人間の力では制御し得ないもの，例えば，物が上から下へ落ちる，昼は明るい，

火は暑い，など。だから，人為的取り決めであるゲームのルールや数学の公式，経済法則などは，

自然法則を利用しているとはいえない。加えて，現代の科学技術の常識からして，自然法則に反す

るものは，自然法則を利用していると主張しても認められることはない。 
・技術的思想：技術とは一定の目的達成のための手段で，誰がやっても同じ結果が得られるもの 

個人的な技能に依存するものは，技術といえてもここでいう技術的思想には当たらない。特許法が

対象とするのは，技術であって科学ではないことに注意を要する。科学は未知のものを知ることで

あり，科学を現実の物として具現化することが技術であると理解される。 
・創作：新しいことを創り出すことで，発見や解明を除く。ただし，新しい有用な用途の発見は発明と

して保護 
・高度：従来にない新しい機能を発揮するものであれば改良品でよく，実用新案制度における考案との

違いを表すための表現であり，実用新案との明確な説明が困難であることから，通常は有名無実の規

定ともいえる。 

☆発明に該当しないもの 
(1) 自然法則自体（エネルギ－保存の法則，万有引力の法則など） 
(2) 単なる発見であって創作でないもの（X 線の発見，自然現象など） 
(3) 自然法則に反するもの（いわゆる「永久機関」など）3 
(4) 自然法則を利用していないもの（自然法則以外の経済法則，人為的な取決め，数学上の公式，人

間の精神活動に当たるもの，あるいはこれらのみを利用しているもの） 
(5) 技術的思想でないもの 
 (a)技能（フォークボールの投球方法など） 
 (b)情報の単なる提示（操作マニュアルなど） 
 (c)単なる美的創造物（絵画，彫刻など） 
(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの，その手段によっては，課題を解決する

ことが明らかに不可能なもの4 
電柱広告方法事件：発明に該当しないとされた例 
予め任意数の電柱を以ってＡ組とし，同様に同数の電柱によりなるＢ組，Ｃ組，Ｄ組等所要数の

組をつくり，これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし，電柱

の各組毎に一定期間ずつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を巡回掲示することを特徴とする

電柱広告方法5 

                                                  
1第一条 この法律は，発明の保護及び利用を図ることにより，発明を奨励し，もつて産業の発達

に寄与することを目的とする。 
2 （定義）第二条 この法律で「発明」とは，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度の

ものをいう。 
3永久機関事件（東京高裁 140327）エネルギ保存の法則は，現在の科学技術の不変的法則であり常識 
4黄桃の育種事件（最高裁 120229）科学的にその植物を再現することが可能であれば，その確率が高い

ことを要しない 
5東京高裁昭和 31 年 12 月 25 日の判決言い渡し 


